
 

第２９回社会福祉法人設立認可等審査会審査結果 

 

 

番

号 
法  人  名 

新設

既設
事 業 名 施 設 名 

整備 

種別 
設置場所 担 当 課 審 査 結 果 

１ 
（仮称） 

社会福祉法人サザンカ会
かい

 
新設 

知的障害者通所授産施設（小

規模） 
フレンドワーク 

既存建物の活

用 
守口市 

障害保健福祉室 

施設課 
原案承認 

２ 
（仮称） 

社会福祉法人すいせん会
かい

 
新設 

知的障害者通所授産施設（小

規模） 
すいせん共同作業所 

既存建物の活

用 
和泉市 

障害保健福祉室 

施設課 
原案承認 

３ 
（仮称） 

社会福祉法人すばる・北斗
ほ く と

 
新設 

①身体障害者通所授産施設 

②知的障害者通所授産施設 

①すばる福祉作業所 

②北斗
ほ く と

福祉作業所 

既存建物の活

用 
寝屋川市 

障害保健福祉室 

施設課 
原案承認 

４ 
（仮称） 

社会福祉法人真
しん

気会
きかい

 
新設 

①老人居宅介護 

②身体障害者居宅介護 

③知的障害者居宅介護 

④児童居宅介護 

⑤居宅介護支援事業 

⑥介護者研修事業 

⑦難病ヘルパー研修事業 

①②③④⑤しんき介護セン

ター 

⑥⑦しんき学院 

既存建物の活

用 
大阪狭山市

医務・福祉指導室 

法人指導課 
原案承認 

５ 
（仮称） 

社会福祉法人共 生
きょうせい

福祉会
ふくしかい

 
新設 保育所 (仮)いずみさの・ふるさと園 創設 泉佐野市 

児童家庭室 

施設課 
原案承認 

６ 社会福祉法人賀光会
がこうかい

 既設 

①身体障害者更生施設（入

所） 

②身体障害者更生施設（通所

部） 

 

①②賀光寮
がこうりょう

 大規模修繕 藤井寺市 
障害保健福祉室 

施設課 
原案承認 

７ 社会福祉法人幸
さち

悠会
ゆうかい

 既設 保育所 千塚
ちづか

保育園 増改築 八尾市 
児童家庭室 

施設課 
原案承認 

８ 社会福祉法人華
か

芯会
しんかい

 既設 保育所 ふれんど保育園 増改築 富田林市 
児童家庭室 

施設課 
原案承認 

９ 社会福祉法人南海
なんかい

福祉
ふ く し

事業会
じぎょうかい

 既設 保育所 (仮)新泉大津
しんいずみおおつ

保育所 創設 泉大津市 
児童家庭室 

施設課 
原案承認 

10 社会福祉法人道 教
どうきょう

寺
じ

保育
ほ い く

園
えん

 既設 保育所 (仮)パルテイ第二保育園 創設 貝塚市 
児童家庭室 

施設課 
原案承認 

11 社会福祉法人和泉
い ず み

福祉会
ふくしかい

 既設 ①②保育所 

①(仮)和泉いぶき野保育園 

②(仮)和泉いぶき野第２保

育園（夜間） 

創設 和泉市 
児童家庭室 

施設課 
原案承認 

12 社会福祉法人不易
ふえき

創造館
そうぞうかん

 既設 保育所 (仮)みなまつ保育園 創設 和泉市 
児童家庭室 

施設課 
原案承認 

13 社会福祉法人成光
せいこう

苑
えん

 既設 保育所 第二愛育
あいいく

園
えん

 増改築 吹田市 
児童家庭室 

施設課 
原案承認 

14 社会福祉法人光生会
こうせいかい

 既設 保育所 
(仮)ピープル八

や

木南
ぎみなみ

チャイ

ルドスクール 
創設 岸和田市 

児童家庭室 

施設課 
原案承認 

15 社会福祉法人穂積
ほづみ

福祉会
ふくしかい

 既設 保育所 なかよし・わんぱく保育園 分園 茨木市 
児童家庭室 

施設課 
原案承認 

16 社会福祉法人江東会
こうとうかい

 既設 保育所 (仮)あやめ保育園 改築 寝屋川市 
児童家庭室 

施設課 
原案承認 

17 社会福祉法人寝屋川
ね や が わ

福祉会
ふくしかい

 既設 保育所 上三箇
かみさんが

保育園 改築 大東市 
児童家庭室 

施設課 
原案承認 

18 社会福祉法人盛
せい

幸会
こうかい

 既設 保育所 (仮)愛育
あいいく

園
えん

 創設 四條畷市 
児童家庭室 

施設課 
原案承認 

19 社会福祉法人公徳会
こうとくかい

 既設 児童養護施設 公徳
こうとく

学園
がくえん

 大規模修繕 東大阪市 
児童家庭室 

施設課 
原案承認 

 

※事業名の表記について  「老人デイ C」＝「老人デイサービスセンター」   

  「老人居宅介護」＝「老人居宅介護等事業」   

  「身体障害者居宅介護」＝「身体障害者居宅介護等事業」   

  「知的障害者居宅介護」＝「知的障害者居宅介護等事業」   

  「児童居宅介護」＝「児童居宅介護等事業」   

  「介護者研修事業」＝「居宅介護従事者養成研修事業」   

  「難病ヘルパー研修事業」＝「難病患者等ホームヘルパー養成研修事業」 

 

 


